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その対策について  

 

 

 



 

 

低硫黄燃料油に関する規制と問題点，その対策について 

 
1. はじめに 

 
船舶から排出される大気汚染物質を規制する様々な規則が適用されている中で，ディー

ゼル機関及びボイラ等の排気ガス中に含まれる硫黄酸化物（SOx）及び PM（粒子状物質）

の排出を抑制する為，使用する燃料油中に含まれる硫黄分についても様々な規制が適用さ

れ始めている。これらの規制により，これまで主に低質な残渣油を使用していた船舶の燃

料として，ガスオイル等の留出油となる低硫黄燃料油の使用が求められている。 
これに伴い，低硫黄燃料油が持つ性状により，設計時，同燃料の使用を想定していなか

った機器において新たな問題点が指摘されており，安全な運転を確保するために対策が必

要となる場合がある。 
ここでは，これらの問題点及び各機器メーカーにより採用されているその対策と共に，

本会が行っている活動について紹介する。 
 
2. 規制の概要 

 
船舶からの硫黄酸化物(SOx)の排出を制限するため，燃料油に含まれる硫黄分について以

下の規制がある。 
2.1 MARPOL 73/78 Annex VI (Reg.14) 

SOx規制のうち，燃料油の硫黄分規制は一般海域と指定海域とで規制のレベルが異なる。

現行規制は次のとおりである。 

 燃料油の硫黄分規制 

• 一般海域 4.5% 以下 

• 指定海域* 1.5% 以下 注*) バルティック海及び北海海域（図 1.参照） 

上記の規制に対して，2008 年 3 月 31 日から 4月 4日までの間に開催された MEPC57 では

表 1.に示す通り段階的に規制を強化する改正案が合意された。 

 

表１．燃料油に含まれる硫黄分濃度の規制 

適用日 一般海域 指定海域 
現行 4.50 % 1.50 % 
2010 年 7 月 1 日以降 ↓ 1.00 % 
2012 年 1 月 1 日以降 3.50 % ↓ 
2015 年 1 月 1 日以降 ↓ 0.10 % 
2020 年 1 月 1 日以降* 0.50 % ↓ 
注*) 2018 年に次期規制を 2020 年か 2025 年にするかを決定。

留出油に限らず，代替技術による達成も可。 

 

また，2010 年 3 月 22 日から 3 月 26 日までの間に開催された MEPC60 においては，2012

年 8 月 1 日より米国・カナダの沿岸 200 海里内の海域（アラスカ西岸など一部海域を除く。）
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を NOx，SOx 及び PM の放出規制海域として指定する条約改正案が採択された。（図 1.参照） 

従って，同日以降，当該海域を航行する船舶は，MARPOL Annex VI の指定海域の規制に

従った硫黄分の燃料油を使用する必要がある。 

 

図１．SOｘ Emission Control Area (SECA) 

 

2.2 California Air Resources Board (CARB) 

カリフォルニア州は，Regulated California Waters （カリフォルニア州 - オレゴン州

間の境界からカリフォルニア州 - メキシコ間の境界に至る区域の24海里以内の水域に相

当）において，遠洋航海に従事する船舶(Ocean-going Vessel) に搭載のディーゼル主機関，

補機関（電気推進用ディーゼル機関を含む）及び補助ボイラには，表2.に示す燃料油を使

用することを規定している。 
 

表2. CARBによる燃料油の硫黄分規制 
適用日 燃料油に含まれる硫黄分濃度 
2009 年 7 月 1 日以降(Phase I) 1.50%以下の舶用ガス燃料(MGO)又は， 

0.50%以下の舶用ディーゼル燃料(MDO) 
2012 年 1 月 1 日以降(Phase II) 0.10%以下の MGO 又は MDO 

 
2.3 欧州委員会指令 2005/33/EC 

欧州連合域内の港湾において2時間以上停泊する船舶では，停泊中に表3.に示す燃料油を

使用することを規定している。なお，この規制は停泊中に使用する機器に適用されるため，

通常，主機に適用する必要は無い。 
 

表3. 欧州委員会指令2005/33/ECによる燃料油の硫黄分濃度 
適用日 燃料油に含まれる硫黄分濃度 
2010 年 1 月 1 日以降 0.10 % 

 
 機器の製造時想定されていなかった低硫黄燃料油を使用するにあたり、ボイラ等におい

て安全な運転を確保する為，改造等の対応が必要となる場合があるが，当規制の適用を前

に，対応が間に合わない船舶が多く存在することが指摘された。 
こうした状況から，2009 年 12 月 21 日，欧州委員会は COMMISSION RECOMMENDATION を発

行し，適用開始日迄に対応が間に合わない船舶に対し，延滞期間が 8 ヶ月を超えないよう
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指示した上で、適合のための準備をしていることを証明できる資料として，改造工事を発

注した事業者との契約書及び船級協会に承認された改造図面を有している場合，罰則の軽

減を考慮して良い旨欧州連合加盟国に通知している。多くの加盟国はこの取り扱いを受け

入れているが，幾つかの国では表4.のとおり独自の期限を設け，早期の対応を求めている。 

 

表 4. 独自の適用期限を設ける EU 諸国 

適用期限 国名 
6 ヶ月 ベルギー，ドイツ，アイルランド 

2010 年 7 月 1 日まで フィンランド 

2010 年 8 月 1 日まで ノルウェイ 

 
3. 低硫黄燃料油 

 
上述の規制に対応した一般に低硫黄燃料油と呼ばれるものとして，ISO8217 で規定され

る DMA 級又は DMX 級と定義される Marine Gas Oil (MGO)及び，DMB 級と定義される

Marine Diesel Oil (MDO) がある。それらの主な性状を表 5. に示す。 
 

表 5. ISO 8217(2005)に定義される燃料油の主な性状 
MGO MDO Grade 

DMX DMA DMB 
硫黄分 %(m/m) max. 1.00 max. 1.50 max. 2.00 

動粘度 cSt @40℃ min. 1.40 
max. 5.50 

min. 1.50 
max. 6.00 

 
max. 11.0 

引火点 ℃ min. 43 min. 60 min. 60 
 
4. 低硫黄燃料油の特性 

 
4.1 低粘度 

低硫黄燃料の粘度は，C 重油，A 重油に比べ粘度が極端に低い。（ISO 8217 グレード

DMA で min.1.5cSt at 40℃）。これにより，燃料ポンプ内の内部漏洩，燃料噴射ノズルか

らの燃料の流動性増加等が生じる可能性があり、各機器への影響が懸念される。 
4.2 低潤滑性 

燃料油自体の潤滑性は粘度に依存するため，低硫黄燃料油の潤滑性も低い。これにより，

ポンプ等の摺動部の異常磨耗が発生する恐れがある。 
4.3 酸性 

燃料油に含まれる硫黄分は、燃焼により酸性塩に変化するが、その大半は亜硫酸ガス

（SO2）となり、一部が無水硫酸（SO3）に変化する。無水硫酸は掃気中の水分又は燃焼で

生じる水分と反応して硫酸（H2SO4）を生成する。硫黄分の減少に伴い、生成される硫酸

も減少する。ディーゼル機関にて C 重油向けの高アルカリ価のシリンダ油を継続使用する

場合，堆積物が生成され、シリンダライナの異常磨耗が発生する恐れがある。 

113



 

 

4.4 低引火点 

ガスオイル等の低硫黄燃料油は引火点が低いことから火災の危険性が増加する。 
なお，SOLAS 条約(II-1 規則 4.2.1.1)では，引火点 60℃未満の燃料油の使用が原則禁止

されている。一方，ISO 8217 の DMX 級ガスオイルは引火点が 低で 43℃と定義されて

おり，このような低引火点のガスオイルが誤って船舶に導入される可能性が懸念される。 
 
5. 低硫黄燃料使用時の注意 

 

5.1 ディーゼル機関 

(1) 主機関におけるシリンダ油とのマッチング 
低速ディーゼル主機関において， も注意を払うべき事項の一つにシリンダの潤滑があ

る。これまでのC 重油（硫黄分1.5%以上）に対しては高アルカリ価シリンダ油（BN70
～80）を使用するのが一般的であったが，低硫黄燃料油（硫黄分1.5%以下）に対して

は、低アルカリ価シリンダ油（BN40～50）の使用が機関メーカーやオイルメーカーか

ら推奨されている。低硫黄燃料油対策としては，リング/ライナの異常を確認する為，

排気ガス温度等を常に監視し、保守点検作業においてはリングの状態を注意深く確認す

ることが重要であり，異常の兆候が発見された場合には，機関メーカーと協議して必要

な対策を講じることが現実的な対応と考えられる。 
(2) 着火遅れ及び燃焼不良 

近の低硫黄燃料油においては，粘度と残留炭素が低いという性質を併せもつ場合が多

く，このような燃料油は燃料油の製造過程において、カッター材として高芳香族のCLO
（分解残油，Clarified Oil）を多く使用している可能性が高い。高芳香族の燃料油は着

火性，燃焼性ともに不良となる傾向があり，リング/ライナの異常摩耗等の燃焼障害に

至る場合が多い。 
異常の兆候（排気温度の上昇等）が発見された場合，船上における当座の対応としては

次の方法が考えられる。 
• 機関出力を下げる。 
• シリンダ冷却水温度を下げる。 
• 一時的にシリンダ油を増量する。 
• 掃気温度を上げる。 
• 燃料噴射タイミングを早める。 
• 燃料の清浄を強化する。 
• 正常な燃料と混合する。 
• 燃焼促進剤を添加する。 

(3) 低粘度・低潤滑性 
現在，低硫黄燃料油の性状に関して， も問題視されているのがガスオイルの低潤滑性

である。低潤滑性に起因するトラブルとしては，発電機関用燃料噴射ポンプにおけるプ

ランジャ/バレルの異常摩耗や油の漏洩等が考えられる。一般に，燃料油の潤滑性は，

粘度による油膜形成と硫黄分自身の潤滑性からなると考えられている。また，粘度につ

いては，摺動部を有する燃料噴射ポンプ等の設計時においては，これほどまでの低粘度

を考慮していないのが一般的である。低潤滑性に起因するトラブルを未然に防止するた
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めには，燃料油冷却器の設置，燃料への潤滑性促進剤の添加等が考えられる。 
5.2 ボイラ 

(1) 燃焼負荷率 

重油焚仕様のバーナで低硫黄燃料油を使用した場合，燃焼負荷率（Turn down ratio）

が大きくなり，ボイラの 低負荷が増大する。これにより，着火性が悪くなる等の問題

が生じる可能性があるため，必要に応じて，低硫黄燃料油の燃焼に対応したアトマイザ

へ交換する。 

(2) 火炎検出性 

火炎の明度の違いにより，重油燃焼向けの Cds(Cadmuium sulfide) cell Type のフレー

ムアイでは低硫黄燃料油の燃焼を検知できない可能性がある。この場合，対応したPhoto 

IC Type に交換又は追設する必要がある。 

(3) 空燃比 

重油と低硫黄燃料油の発熱量の違い及び噴燃ポンプからの燃料油供給量の減少から燃

焼用空気の過剰供給により，黒煙が排出される可能性が有る。この場合、燃料油噴射量，

或いはボイラ燃焼制御装置の空燃比を調整する必要がある。 

(4) 低引火点・揮発性 

低硫黄燃料油は引火点が低いこと及び揮発成分が多いことから，燃料をボイラ炉内に

漏らした場合，フラッシュバックの危険性が高まる。炉内への燃料漏れを防ぐ為，燃

料遮断弁の二重化，また失火時の検知を高める為，フレームアイの二重化が推奨され

る。 

特に未燃油が炉内に入った時は，ボイラを冷却すること，炉内パージを十分に行う等

の適切な対応が必要となる。 

5.3 燃料ポンプ 

低粘度のため、ポンプ内部の擦動部の漏れ量の増加により，流量及び圧力の低下が生じ，

場合によっては、燃料供給量が不足する。同様にポンプシール部からの漏れが生じる可能

性があるため，シールの交換も必要となる。また，自己潤滑性が低下するため，軸受けの

寿命の低下も懸念される。 
対策として，使用する燃料油の粘度に適合した仕様のポンプの追設，又は，予備ポンプ

の搭載等の対策が必要となる。 
5.4 燃料油の切り替え 

C 重油で機関を運転する場合は，粘度を低下させるため燃料油を 100℃以上に加熱して

使用することになるが，この状態で燃料油を低硫黄燃料油（特にガスオイル）に切り替え

た場合，高温の燃料油供給管に流入する揮発点の低い低硫黄燃料油が蒸発し，燃料ポンプ

の不具合やベーパーロック等が生じる可能性がある。また，ボイラにおいては不安定燃焼，

更には失火を招く恐れがあり，炉内爆発の危険性が生じる。 

対策としては，燃料供給管の温度が十分下がった状態での燃料油切り替え，燃料油冷却

器の設置，低硫黄燃料油とC重油の供給管の分離等が考えられるが，安全の観点からも，ま

ずは燃料油の切り替え手順を確立することが重要である。 
燃料油の切り替えにあたり，特に以下の点に注意する必要がある。 

(1) 燃料油加熱器及び燃料油供給管のスチームトレースへの蒸気供給を停止し、燃料温度を

下げる（一般的に60℃以下）。この時、ボイラの燃料油低温度等による安全装置をバイ
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パスさせる。 
(2) 低硫黄燃料油対応のポンプを装備している場合，ポンプを切り替える。 
(3) 特に蒸気噴霧式バーナを装備する大型のボイラにおいて必要な場合，アトマイザ及びス

プレイヤを交換し、燃焼制御をMGO Modeに切り替える。 
(4) ボイラの燃焼不良、黒煙の排出が起こった場合、ボイラ制御盤のFuel/Air Adjuster等に

より空燃比を調整する。 
なお、この燃料油の切り替え手順は，安全な作業を行うために不可欠であるため、従来

実質的に船上に備えることが必要とされていたものであるが，MARPOL Annex VI 第14規則

の改正により, 2010年7月1日から船上に備えることが義務付けられる。 

5.5 混合安定性 

通常の燃料油と低硫黄燃料油の切り替え使用や，オーバーフロー，機関等からの戻り等

により，これらが混合する場合，そのマッチングによっては，スラッジが大量に発生する

可能性がある。ストレーナの閉塞等のトラブルに注意するとともに，不必要な燃料油の混

合は，できるだけ避けることが望ましい。 
5.6 低引火点 

上述のとおりSOLASでは、引火点60℃未満の燃料油の使用が原則禁止されている。補油

の際、燃料油供給証明書（Bunker delivery note）で引火点が60℃以上であることを確実

に確認する必要がある。 
 
6. メーカーの対応 

 

A 重油又は C 重油を仕様とする機器に低硫黄燃料油を使用するにあたり，上記 4 節に挙

げた様々な問題点から，各機器メーカーによりその対策が検討されているが，各機器の仕

様によりその対応は異なるため，低硫黄燃料油の使用可否及び改造方法等については各機

器メーカーの推奨に従う必要がある。 

各機器メーカーの主な推奨例を表 6.及び表 7.に示す。 

 
表 6.ディーゼル機関メーカーの主な推奨例 

 メーカー 下限粘度（機関入口） 主な推奨 その他 

MAN 2.0 cSt 

下限粘度を確保できない場合： 
・ FO 冷却器の設置 
・ 燃料切替時の配管温度管理システム

設置 

WARTSILA 1.5 cSt 
硫黄分 2.0%燃料油の場合，冷却清水温度
を約 10℃下げる 

2
サ
イ
ク
ル 

UEC 2.0 cSt  

適切なアルカリ価の
シリンダ油の使用 

ヤンマー 1.8 cSt 
下限粘度を確保できない場合，FO 冷却器
の設置 

4
サ
イ
ク
ル 

ダイハツ 2.0 cSt 

 

適切なアルカリ価の
シリンダ油の使用 
（使用時間 300 時間
以内であれば，高硫
黄用シリンダ油の継
続使用可能） 
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表 7. ボイラバーナーメーカーの主な推奨例 
メーカー 燃料噴射方式 主な推奨 その他 

蒸気噴霧 

・ アトマイザ，スプレイヤの交換 
・ フレームアイ交換（Cds 型→Photo IC 型） 
・ 燃焼制御“Gas Oil Mode”追加（空燃比, 燃

料温度警報切替） 
ボルカノ 

油圧噴霧 

・ 噴燃量が不足する場合，アトマイザ交換 
・ 噴燃ポンプによっては，吐出圧力を下げる 
・ 噴燃ポンプの吐出圧力が不足する場合，ポン

プ交換 

油圧噴霧 

・ ON-OFF 制御バーナでノズルが 2個有る場合，
1個に変更 

・ 燃料油管装置に MGO 用圧力スイッチ追設 
・ 予備噴燃ポンプ搭載 

サンフレム 

ロータリーカップ 

・ 黒煙が発生した場合，油圧を下げ，噴燃量を
調整 

・ 噴燃ポンプ吐出圧が 0.2MPa 以下の場合，イ
ンペラ交換 

燃料遮断弁、フレー
ムアイの二重化 
（炉内への燃料漏洩
によるフラッシュバ
ック対策強化） 

三浦工業 油圧噴霧 ・ MGO 用噴燃ポンプ追設  

 
7. ＮＫの対応 

 

7.1 承認及び検査等 

就航船において、建造時想定していなかったような低硫黄燃料油を使用するにあたって

は、各機器について安全な運転を行うための対策及び改造の要否等の検討する必要がある。

この検討においては、各機器の製造者の推奨を基に、リスク評価を実施することが有効と

なる。なお、欧州委員会指令への対応としてNTERTANKO 及び OCIMF は、低硫黄燃料の使用

に関するガイダンスにおいて、リスク評価の実施を推奨している。 

（参照 http://www.intertanko.com） 

改造が実施される場合，鋼船規則の関連規定に基づき，以下の図面承認及び検査を受け

る必要がある。 

(1) 図面承認 

(i) 燃料タンク、配管、ポンプを改造/増設する場合 

「燃料油管線図」 （ポンプ等変更される機器の要目を含む） 

(ii) ボイラ燃焼制御装置を改造/新設する場合 
「ボイラ燃焼制御装置」 

(iii)その他改造内容に従った図面 

(2) 検査 

改造の内容に従い、次のような検査が要求される。 

(i) 改造箇所の確認 
(ii) 燃料油管装置の水圧試験、漏洩試験 
(iii) 燃料タンクの水圧試験 
(iv) 効力試験 
(v) ポンプ等新規搭載される機器の証明書の確認 
(vi) その他改造内容に従った検査 

7.2 欧州委員会指令への対応 

 上述 2.3 項のとおり，欧州委員会指令の規制への適合の為に改造等の対応が必要となる

が，適用開始日迄にその対応が間に合わない船舶については，適合のための準備をしてい

ることを証明できる資料として，改造工事を発注した事業者との契約書及び船級協会に承
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認された改造図面を船上に備えておくことが罰則の軽減を受ける条件となる。 

NK としては，改造図面承認の迅速な対応を行っているが，更に，改造及びそれに伴う検

査を実施し，問題ないことが確認された場合，規制対応の為に改造を行ったことを明確に

する為，欧州委員会指令 2005/33/EC の対応で要求される低硫黄燃料油使用のための改造及

び検査を実施した旨検査記録書に記録し，また，船主からの要望があれば，鑑定書を発行

している。 

改造が必要ない船舶については，特に必要な対応は指示されていないが，船主からの要

望があれば，改造が不要であることを示す機器の製造者の見解又はリスク評価の結果等の

資料を検討の上，その旨記載した鑑定書を発行している。 

7.3  IACS への提案 

 低硫黄燃料油の主機への供給に，船舶に既存の重油仕様の燃料ポンプ１台を使用した場

合，燃料油供給量の減少により主機の負荷が低下することや、燃料噴射ポンプにおける燃

料吸入効率が下がり負荷変動追従性が下がる等の問題が生じる場合がある。このとき

MARPOL Annex VIの指定海域及びCARBが適用される海域を航行する船舶は，予備ポンプを含

めた2台を同時運転する必要が生じる。この場合のポンプ等の冗長性の考え方や配置等，低

硫黄燃料油使用についての一般的な要件に関し，IACS統一規則または統一解釈の作成を本

会より提案している。 

 

8. おわりに 

 

低硫黄燃料油の使用により，上記で述べたような様々な問題点に起因するトラブルの発

生が懸念されるが，幸い，現状は重大な事故や損傷等の事例は無い。これは船舶の運航に

従事する乗組員，管理会社，船主並びに 新の技術を有する造船所及び機器メーカーの方々

の適切な対応によるものと思われる。 

NKとしてはこれからも積極的に 新の情報を収集した上，関係者に提供し，船舶の安全

な運航及び海洋環境の保全に貢献できるよう取り組む所存である。 
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1

低硫黄燃料油に関する規制と低硫黄燃料油に関する規制と
問題点、その対策について問題点、その対策について

2

1. 規制の概要

2. 低硫黄燃料油

3. 低硫黄燃料油使用時の注意

4. NKの対応

5. まとめ

目目 次次
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規制の概要規制の概要

Jan 2010
Jul 2010

20152012 2020 or 2025
(2018年に決定)

0.1%

1.0% 0.1%

4.5% 3.5% 0.5%

1.5%

MARPOL 
Annex VI
一般海域

EC指令
2005/33/EC

EU港内

MARPOL 
Annex VI
指定海域

CARB
カリフォルニア

24海里

1.5% MGO
0.5% MDO 0.1%

4

MARPOL Annex VI 指定海域 （MEPC60（2010年3月））

2012年8月1日より米国・カナダの沿岸200海里内の海域を航
行する船舶は，MARPOL Annex VI の指定海域の規制に

従った硫黄濃度の燃料油を使用する必要がある。

規制の概要規制の概要
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5

規制の概要規制の概要

【欧州委員会指令（EC Directive 2005/33/EC)】
2010年1月1日以降，EU港湾内において停泊中の船舶は

硫黄分0.1%を越えない燃料油を使用すること。

仕様外の機器は、原則、改造等の対応が必要となるが、
適用開始日までに対応できない船舶が多く存在

COMMISION RECOMMENDATION (2009/1020/EU)
EC指令適合のための準備をしていることを証明する資料として，
(1) 改造工事を発注した事業者との契約書
(2) 船級協会に承認された改造図面
を持てば，罰則の軽減を考慮して良い旨，EU加盟国に指示。

多くのEU加盟国が取り入れ、6～8ヶ月の緩和措置を設けている。

6
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2. 低硫黄燃料油

3. 低硫黄燃料油使用時の注意

4. NKの対応

5. まとめ
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7

min. 60min. 60min. 43引火点 ℃

max. 11.0
min. 1.50
max. 6.00

min. 1.40
max. 5.50

動粘度 cSt @40℃

max. 2.00max. 1.50max. 1.00硫黄分 %(m/m)

DMBDMADMX

MDOMGOGrade

【対応する燃料油の主な性状 ISO8217(2005)】

低粘度・低潤滑性

低引火点

低酸性

仕様外の機器への
影響が懸念される。

低硫黄燃料油低硫黄燃料油

8
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4. NKの対応

5. まとめ
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9

【ディーゼル機関】

高アルカリ価のシリンダオイルを使用すると堆積物が発生じ、
ピストンリング／シリンダライナ異常磨耗が懸念される。

対策 : 燃料油冷却器設置,  潤滑性促進剤添加

低潤滑性により燃料噴射ポンプのプランジャ／バレル等の
異常磨耗が懸念される。

対策 ： - 低アルカリ価シリンダ油の使用（BN40～50）
- ピストンリング、シリンダライナの状態監視

カッター材として高芳香族の残油を使用している場合，着火性，
燃焼性の不良により，ピストンリング／シリンダライナの異常
磨耗が懸念される。

対策 : 出力低減, シリンダ冷却温度低減, 掃気温度を上げる, 
燃料の清浄強化, 燃焼促進剤添加 等

低硫黄燃料油使用時の注意低硫黄燃料油使用時の注意

10

【ボイラ】

火炎明度の違いにより，旧式のフレームアイ（Cds cell Type)は
低硫黄燃料油の燃焼を検知できない可能性あり。

対策 : 対応したフレームアイ（Photo IC Type)に交換

発熱量の違い及び燃料供給量の減少により燃焼不良となり，
黒煙発生の可能性あり。

対策 : 燃料噴射量, 燃焼制御装置の空燃比を調整

燃料が炉内に漏洩した場合，低引火点及び揮発成分が多いこと
から，フラッシュバックの危険性が高まる。

対策 : - 燃料の炉内漏洩時，ボイラ冷却及び十分なパージ
- 燃料遮断弁二重化, フレームアイ二重化

低硫黄燃料油使用時の注意低硫黄燃料油使用時の注意
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11

【燃料ポンプ】
- 燃料供給量の不足（ポンプ内部擦動部の漏れによる）
- ポンプシール部からの漏れ
- 自己潤滑性低下による軸受け寿命の低下

対策 : 低粘度に対応した仕様のポンプ追設, 予備ポンプ搭載

【混合安定性】
燃料油の切り替え，機器からの戻り等により、燃料油が混合し，
スラッジが大量発生し、ストレーナの閉塞を引き起こす。

対策 : 残油の処理, 不必要な燃料油の混合は避ける

【低引火点】
SOLASに適合しない引火点60℃以下の燃料油が補油される。

対策 : 補油の際、燃料油供給証明書 を確実に確認

低硫黄燃料油使用時の注意低硫黄燃料油使用時の注意

12

低硫黄燃料油使用時の注意低硫黄燃料油使用時の注意

【燃料油の切り替え】

高温のHFO管内で揮発点の低いMGO等が蒸発し、ベーパー

ロック、ボイラの不安定燃焼、失火等を引き起こす。

燃料油切り替え手順を確立することが重要

MARPOL Annex VI 第14規則の改正

2010年7月1日以降，燃料油切り替え手順書を船上に備えること。

対策 : - 燃料油供給管の温度が十分下がった状態で切り替え

- 燃料油冷却器の設置

- HFO管と低硫黄燃料油管装置の分離
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低硫黄燃料油使用時の注意低硫黄燃料油使用時の注意

【改造】

MGO
Tank

DO 
Serv.
Tank

FO 
Serv.
Tank

P

P

MGO HFO
ボイラ

FD
Fan

MGOタンク追設

MGOポンプ追設

FO遮断弁二重化

ﾌﾚｰﾑｱｲ二重化

“MGO Mode”追設

ｱﾄﾏｲｻﾞ/ ｽﾌﾟﾚｲﾔ交換－ボイラ燃料供給装置改造例－

改造要否の決定にあたっては、機器メーカーの推奨に従い、
リスク評価を実施することが有効。

14
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変更箇所の図面承認
- 燃料油タンク及び管装置の配置図及び緒管系統図
- ボイラ燃焼制御図

変更箇所の検査

- 燃料油管装置(耐圧試験 / 気密試験)
- 警報装置、計測装置、安全装置効力試験
- ボイラ燃焼制御装置効力試験

改造が生じた場合、変更箇所の図面承認及び検査が必要

NKNKの対応の対応

【承認及び検査】

16

【欧州委員会指令への対応】

改造図面承認の迅速な対応
規制対応済であることを明確にする検査記録書の記述及び
鑑定書の発行

NKNKの対応の対応

詳細：ClassNKテクニカルインフォメーション
(TEC-0797 2009.12.28発行)

http://www.classnk.or.jp/hp/tech_info/tech_img/T797j.pdf
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NKNKの対応の対応

燃料油供給量の減少により主機の負荷が低下
燃料噴射ポンプにおける燃料吸入効率が下がり負荷変動追従性
が低下

【IACSへの提案】

ポンプ等の冗長性の考え方や配置等の一般的な要件に関し，
IACS統一規則または統一解釈の作成を本会より提案

低硫黄燃料油の主機への供給に，船舶に既存の重油仕様の燃料
ポンプ１台を使用した場合，

MARPOL Annex VIの指定海域及びCARBが適用される海域を
航行する船舶は，予備ポンプを含めた2台を同時運転

18

まとめまとめ

低硫黄燃料油の使用に際し，懸念される問題点への
対策の検討が必要

改造の要否は機器メーカーの推奨に従うこと

改造にあたっては，図面承認及び検査が必要

NKは欧州委員会指令の規制対応を明確にする検査

記録書の記述及び鑑定書の発行を実施
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